
 

平成２７年度虐待未然防止訪問研修 

 

 

福祉施設等における権利擁護と虐待防止 
 

 

 

 

 

 

 

【研修の内容】 

 

       １．障害者の権利擁護に関わる施策等の動向 

 

２．障害者虐待防止法の概要 

 

３．福祉施設等で発生した虐待事例  

 

４．虐待が発生する要因（検証） 

 

５．虐待を防止する手立て（提案）  
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Ⅰ．障害者の権利擁護に関わる施策等の動向 

 

１．権利擁護とは 

障害者への差別や虐待については、長年「容認」されてきた歴史があります。生きる

権利自体が剥奪されてきた時代もあります。 

近年、世界的に障害者の人権に関する意識が高まり、２００６（平成１８）年、国連

で障害者の「権利条約」が採択され、多くの国・地域が批准しました。日本においても、

批准に向けて、各種の法整備が行われました。ようやく社会で、家庭で、そして施設で、

障害者が普通に生きる権利が獲得されつつあります。 

 

 一方では、障害者に対する差別や偏見、虐待は、未だ根絶されてはいません。 

権利擁護とは、「人が人として尊厳を持って生きていくこと」を支援することです。障

害があるということは、言い換えれば「人としての尊厳が脅かされやすい状況にある」

ということです。このことを認識した上で、事前にそれを防止する手立てを、意図的に

企てていくことが必要となります。 

 私達、障害ある方々と向き合い、支援していくことを「仕事」として選んだ者には、

障害のある方々の権利を尊重し続け、擁護し続けることを、「労働観」「職業観」の基本

としていくことが求められます。 

 

２．近年の法令等の動向 

 平成１８年 ４月  障害者自立支援法施行 

      １２月  国連の総会で「障害者の権利条約」採択              

   １９年 ９月  同条約に日本署名  

   ２０年 ５月  同条約が発効 

 

   ２１年１２月  障害者制度改革推進本部設置（当時：民主党政権） 

   ２３年 ６月  障害者虐待防止法 成立    

       ８月  障害者基本法 改正 

   ２４年 ６月  障害者総合支援法 成立   

      １０月  障害者虐待防止法 施行 

   ２５年 ４月  障害者総合支援法 施行 

       ６月  障害者差別解消法 成立 

           障害者雇用促進法 改正 

   ２６年 １月  障害者の権利条約に批准（締結） （２月１９日効力発生） 

  ＊２８年 ４月  障害者差別解消法 施行（予定） 
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Ⅱ．障害者虐待防止法の概要 

 ＊まず、虐待防止法が施行されるまでの経緯を確認します。 

  次に、虐待防止法の内容を再確認します。 

 

１．施行までの経緯 

 １）障害者への虐待事件の発覚 

    平成８年ごろより、企業や施設での虐待事案や事件が続発 

      ⇒暴行・強姦・年金搾取・給料未払い・・・       

 

２）他分野の虐待防止関連法 

   ①児童虐待の防止等に関する法律   

（通称＝児童虐待防止法  平成１２年５月成立 同年１１月施行）  

   

   ②配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 

（通称＝ＤＶ防止法    平成１３年４月成立 同年１０月施行） 

 

③高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

（通称＝高齢者虐待防止法 平成１７年１１月成立 １８年４月施行） 

                  

３）不運続きの障害者虐待防止法 

   平成１６年１２月  国会議員有志による議員立法を目指す勉強会が発足 

               →厚生労働省も後押し 

 

    平成１７年 ７月  民主党が中心となって法案を作成 

→国会提出直前に「郵政民営化解散」により立ち消え 

 

    平成２１年 ７月  自民・公明が主導で法案作成（野党も協力）  

→衆議院解散により廃案 

 

 ４）ようやく成立・施行 

平成２３年 ６月  議員立法として国会提出（与野党合意）  

→可決、成立！！ 

 

   平成２４年１０月  成立から１年３か月の準備期間を経て施行   

               →検討開始されてからは約８年   
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２．法律の概要(ポイント) 

 １）正式名称 

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（全 46条） 

（平成 23年法律第 79号） 

 

 ２）法の目的（第１条） 

障害者に対する虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立 

の支援、養護者に対する支援などを行うことにより、障害者の権利利益の擁護に資

すること。   

 

 ３）障害者虐待の定義（第２条） 

   ①障害者とは・・・ 

     「障害者基本法」第２条第１号に規定する障害者をいう。 

      ⇒身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他心身の機能の障

害がある者で、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生

活に相当な制限を受ける状態にあるもの 

  

   ②障害者虐待とは・・・（下記３者に限定） 

  ア）養護者による障害者虐待 

家族、親族、同居人等 

イ）障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 

障害者福祉施設、障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する者 

ウ）使用者による障害者虐待 

障害者を雇用する事業主、職場の労働者 

              

 ４）虐待の内容（第２条）  

◇障害者福祉施設従業者の場合の内容（第２条第７項） 

⇒下記の５つの類型を虐待としている。（資料１に具体的な例示があります） 

 

   ①身体的虐待 

・身体に外傷が生じ、もしくは生じる恐れのある暴行を加えること 

     ・正当な理由なく身体を拘束すること 

 

   ②性的虐待 

・わいせつな行為をすること 

・わいせつな行為をさせること 
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   ③心理的虐待 

・著しい暴言・著しく拒絶的な対応をすること 

     ・不当な差別的な言動 

・その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 

 

④経済的虐待 

・障害者の財産を不当に処分すること 

・障害者から不当に財産上の利益を得ること 

 

⑤放棄・放任（・放置・ネグレクト・・） 

・衰弱させるような著しい減食 

・長時間の放置 

・他の利用者による①から③までと同様の行為の放置   

 

 ５）通報の義務（第７条・第 16条・第 21条） 

     ・家庭・施設・職場で障害者の虐待を発見した者 → 市町村へ通報 

        ⇒すべての国民の「義務」である 

 

    ◇障害者福祉施設の場合の条文（第 16条第１項） 

      障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見

した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない 

 

 ６）市町村・都道府県の責務 

     ・通報を受けた場合＝調査・指導を実施する 

        ⇒立ち入り調査の拒否等は罰則有 

 

  

 

Ⅲ．福祉施設等で発生した虐待事例 

 ＊兵庫県障害福祉課の資料を参照し、身近で発生した「虐待と認定された」例を検証

します。（資料２） 
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Ⅳ．虐待が発生する要因(検証) 

 ＊障害者施設で、虐待がなぜ発生するのか、過去の事例や報告、現状等を基に検証しま 

す。 

 

１．虐待を発生させる背景 

１）施設全体の問題 

①福祉施設に対する社会的関心の低さ 

    ・社会からの甘い眼と独特の密室性・閉鎖性 

⇒福祉＝いい事、施設＝いい場所、職員＝いい人、という社会の先入観が

施設の閉鎖性を助長している。  

 

   ②不十分な職員育成システム 

    ・介護技術のみの職員教育 

⇒権利擁護の理念や職員としての倫理等、職員としての基本姿勢を教育し

ていない。 

 

   ③未熟な職員組織の構築  

・誤った「優しさ」での組織作り 

   ⇒注意しあえない、問題を指摘しあえない、相談できない職員集団となっ

ている。 

 

   ④支援マニュアル等の不備 

    ・特に通常でない言動が発生した際の支援の方法の不徹底 

⇒職員それぞれの考えで、ばらばらの対応をしている。 

 

２）職員個人の問題 （無意識のうちに・・・） 

①誤った障害者観 

    ・利用者（本人・家族）に対し世話をしてやっているという意識 

       ⇒利用者との間に上下関係を創りだしている。 

 

②逸脱した使命感 

    ・障害者には指導・しつけこそ必要だという障害者施設職員独特の価値観 

       ⇒職員の価値観を利用者に押し付けている。 

    

   ③後ろ向きなマンネリ感覚 

    ・今までこうしてきたから、これでいいのだというマンネリ感覚 

       ⇒利用者の意向を軽視している。 
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④未熟な感情コントロール 

   ・人相手だから「喜怒哀楽」を表出してもよいのだという理屈 

      ⇒特に「怒」の感情が頻繁に現れている。 

 

２．支援と虐待の境目 

 ＊支援か虐待かは、紙一重の場合があります。 

 １）支援か虐待か 

①身体的虐待 

     パニック状態を鎮めるために個室に入って対応する 

                   ⇔部屋に閉じ込め遮断する行為 

 

   ②心理的虐待 

     本人にわかりやすい言葉で話しかける 

                   ⇔本人を子ども扱いする行為  

      

   ③性的虐待 

     言葉のない利用者にスキンシップを図る 

                   ⇔本人の合意のない身体接触行為 

 

   ④放棄・放任 

     能力のある利用者に対し「見守り」という支援を実施する 

                   ⇔支援の提供の放棄・放任行為 

 

   ⑤経済的虐待 

     本人の将来のため年金を管理する 

                   ⇔本人の金銭使用を制限する行為 

 

 ２）新たな虐待 

   となると・・・・ 

    利用者に何もしない、関わらない、話しかけない、制限しない・・ことが職員に

とっても、利用者にとっても一番安全 

                   ⇔これも放棄・放任となっていく 

  

◆施設（法人）の問題と、職員個々の問題がマイナス方向に作用した時に、「虐待」という

事象が生み出されると言えます。 
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Ⅴ．虐待を防止する手立て（提案） 

 ＊虐待を防止（しない・させない）するために、どのようなことに取り組んでいけばい

いのか、平成２６年度に県知協が実施したアンケートの結果を加えながら考えていき

ます。  

 

１．虐待防止に関わる基本視点 

  ①虐待は、いつでも、どこでも、だれでも起こす可能性があることを認識する。 

 

  ②家族の意向と本人のニーズが異なる場合があることを認識する。 

 

③（職員等が）虐待をしているという自覚の有無は問わない。 

 

  ④（利用者等が）虐待を受けているという認識の有無は問わない。 

   

 ⑤虐待者への制裁のみを目的としない。  

 

２．法人や施設がすべきこと 

①具体的な規程等の整備 

  虐待防止規程をはじめ、倫理綱領、行動規範を作成し、職員間に周知する。また、

現状に即したチェックリストを作成し、日々の支援を振り返る機会をつくる。 

 

②虐待防止体制の整備 

    実効性のある虐待防止委員会を設置する等、管理者・職員・家族・利用者・地域

が一緒になって組織全体として取り組んでいく体制を整備する。 

       

③関係機関との日常的な連携 

    家族、地域、行政機関等と日常的なつながり、情報交換を実施し、外部の目を入

れておく。 

 

④信頼関係の構築 

    利用者や家族の悩みごとや相談ごとを聞き取ることができる仕組みと雰囲気を作

り出す。組織内部においても、職員の悩みや行き詰まりを相談できる体制を作り

出す。 

 

⑤実践的な研修・会議の実施 

    虐待に対する研修に加え、事例検討などを通じて支援のあり方を検証する場を設

けていく。 
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３．支援レベルですべきこと 

◎個人と集団、能力と環境、挑戦と安全、夢と現実・・・ 

これらの相反するものが混在しているのが施設での生活 

福祉現場では、これら矛盾を調整しながら支援を実施しているのが現状 

⇒職員の日々の行動や行為を「支援」へと位置付けていく必要がある。 

 

  ①標準化された支援の確立 

支援する際の考え方、手順、留意点等を明確にし、文章化し、職員間で共有する 

→支援マニュアルの作成  

 

②計画的な支援の確立 

  利用者の個別対応や支援方法を、文章化し、職員間で共有する 

   →個別支援計画の作成・ケース会議の実施 

 

③同意に基づく支援の実施 

  マニュアルや個別支援計画等を利用者・家族に説明し同意を得る 

   →同意書の作成・個別懇談の実施 

 

④実施した支援の明確（明文）化 

  支援した内容を記録に残し、必要な場合は公開する 

   →支援記録・ケース記録の充実 

 

⑤支援の評価・見直しの実施 

  支援した内容について、ケース記録やケース会議等で評価し、成果や課題を明

らかにする 

   →モニタリングの実施 

 

４．職員個々人がすべきこと（意識して努力していくこと） 

  ①障害者観の確立 

     障害があっても「人」として尊重していこうとする姿勢 

     

  ②職業観の確立 

     護るべきは利用している「人」であるという意識 

 

③人間性の向上 

     冷静・温和・謙虚な「人」になっていこうとする意識      

 


